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{注目本論文は、修士論文を紙幅の都合により要約し

たものである。

{注目本論文中の人物の肩書きは、いずれも審議当時

のものである。

はじめに

2004年5丹に、 f裁半日員の参加する刑事裁判に関

する法律(平成16年法害第63号、以下 f裁判員法」

と略する)Jが或立し刑事裁判への国民の司法参
加を目的とした裁判員制度が実施されようとして

いる。裁判員制震は、欠格事由や就職禁止事由が

ない限りは、すべての吉本富民が裁判員に選在さ

れる可能性があることからみて、国民生活に深く

欝係する重要な法制震であるといえる。そして、

裁判員制度が導入されようとしている現在こそ、

導入後に起こると予期される開題を未然に民止す

るために、裁判員制度に関して検討すべき時機だ

と考える。

裁判員制度の特設のーっとして、裁判員が、事

実認定だけではなく、量刑軒断にも関わることが

挙げちれる司裁軒員制度は、自白事件・否認事件

を関わず、裁判員法第 2条以下所定の犯罪であれ

ば髄度の対象となる。日本の剤事司法においては、

自白事件が大半を占めるため、裁判員制度対象事

件の多くが自白事件となる。自白事件においては、

倉橋 基

事実面に関しては検察官・弁護人双方の争いがな

いため、専ら量璃面について争われることになる。

従って、裁判員制度における裁判員の主要な任務

は、量刑判断であり、また量刑判断は、裁郭員制

度の重要な地位を占めているといえる。

裁判員法は、第G条において、i1flJの量定Jの語
を明示して、裁判員iこ量荊判断を課している。し

かし、現在の百本の剤事法典では、上訴段搭で

iWJの量定jに触れている法曹は存在するものの、
第一審段措に適用される規定で、 rWJの量定」の語
を使用している法典は散見されない。また、 rWJの
量定」の内容に触れている法典は散見されないg

現在の裁判実務においては、裁判実務で形成さ

れた f量荊相場jが科用されているとされるが、

米国で導入されている「量璃ガイドライン」と比

較検討すると、明らかに不明確なものであり、ま

た、専ら裁判官の関での資料であって非公開のも

のである邑

裁判員制度が導入されて、裁判員が量刑判断に

加わったとき、裁判員が量璃相場を理解するのは

困難ではないかと考える。従って、裁事j員は「量

WJ担場jを離れた量飛を行なう可能性が高く、特
に同じ一般市民である被害者の意見捺述に涜され

るおそれがあるのではないかと考えるG

本稿では、裁判員制度の特徴の一つである、裁

判員による量刑判断を取り上げ、日本の現在の量

刑実務下で行なわれる裁判員による量荊判断には、

量刑の「重罰イヒ」を招く可能性があることを指捕

し、裁判員が量刑判断に参加した場合の特に犯罪

被害者の手続参加に関連した量刑実務への影響に

関して検詳し、裁判員制震のもとでの量刑判断の

あるべき姿に関して検討していくことにするc
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1 .裁判員制度の概要と特徴

裁判員法は、 2004年5月に成立しており、同法

時期第 1条により、裁判員制度は、原期として

2009年5月までに実施されることとなった。裁判

員法は、 7章84条で構成される法律であり、荊事

訴訟法の f特部法J~こ位置づけられる。
本稿の検討対象である量剤特断に裁判員が罵与

する規定は、裁判員法の第1章第S条第 I項第3

号に定められている。

裁判員制度には、①裁鞍j官と裁判員が協働して

剤事裁判を有なう。②裁判員は原員せとして、衆議

設議員選挙名詩から無作為抽出し事件単{立で選任

する。③第一審のみの制度である。④裁判体の構

成に原期 (3: 6) と例外 (1: 4)の2種類が

ある 1)。⑤議判員は事実認定のみならず量刑特断

にも関わる等の特徴があるが、以下では、このうち

@にしぼって検話すること;こする。

2 .裁判員制度導入の過程と量刑の議論

( 1 )胃法制度改革審議会

可法制度改革を実施するために、政府は、 1999

年 7月、内揮に奇法制度改革審議会(以下「審議

会」と略する)を設置した。審議会の目的は、 i21

世紀の我が冨社会において可法が果たすべき役割

を明らかにし、国民がより利用しやすい司法制度

の実現、国民の司法制度への関与、法曹の在り方

とその機能の充実強化その告の司法制衰の改革と

基盤の整債に関し必要な基本的撞策について調査

審議すること」であるo 2)以下では、審議会での

国民の司法参加に関する審議に撰して検討する。

第17自の審議では、藤田耕三委員(弁護士、元

裁判官)が米国・英国の陪審制等ゎ紹介を行なっ

たが、実質的な議論は行なわれなかった。 3)第30

留の審議では、藤田委員から再度詳紹な説明がな

された後、昌弁連・法務省・最高裁からそれぞれ

1 )カッコ内は「裁判官の人数(人) :裁判員の人数
(人)Jである。
2) httn:l/www.kantei.i!o.io/io/sihouseido/index.html 
3) httn:llwww.kantei.i!o.lo/in/sihouseido/dail7/17 
giiiroku.html 
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意見が述べられた。日弁連は、語審制の導入を積

極的に主張したo 4)これに対して、最高裁は、陪

審制に反対し、その一方で、参審制の導入には前

向きな姿勢を示したo 5)法務省は、培審制に関し

ては清極的な意見を示した。一方参審制に関して

は、利点を述べてはいるものの、最高裁と比較す

ると諮極的であるといえるo 6) しかし、この自の

審議では、法曹三者のいずれからも「裁判員Jと
いう言葉は関かれなかったD

第31回の審議では、石井・高木・吉岡の3委員

が、それぞれ資粍を提示して、富民の育法参加に

関する意晃を主張した。石井宏治委員〈株式会社

石井議工所代表取締役社長)は、陪審制に関して

は、「陪審制はB本の司法事i度として適当ではない

と考えるjと反対の主張を行なった。一方、参審

制に関しでも、 f国民に受け入れやすい制度とは言

い難いjと否定的な意見を述べ、司法委員制度の

拡充を主張した。 7) 

高木副委員(日本労欝組合総連合会副会長)は、

「搭審都度が最も望ましい」としつつも、「参審制度

は事件の分野によって採用すべき」とした。 8)ま

た、吉岡拐子委員(主婦連合会事務局長)は、「国民

の司法への関心を高める上でも大きな効果を宥す

るjと陪審制度の導入に肯定的な意見を述べた。 9) 

その後、 3委員の意見をもとに議論が行なわれた

が、陪審派の吉岡委員と参審派の山本勝委員(東

京電力取諦役説社長)などの関で意見の対立が見

られた。しかし、この日の審議では、どの委員か

らも f裁軒員jの語は寓かれなかった。 10)

第32屈の審議では、鳥居泰彦委員〈慶悪義塾大

学学事顧問〉が陪審制震に費成の立場を示した。

4) htto:llwww .ka_ntei. i!O. 1n/i n/sihouseido/dai30/30 
bessi3.html 
5) httn://www.kantei.i!o.in/in/sihouseido/dai30/30 
bessi5.html 
6) httn:l/www.kantei.i!o.in/in/sihouseido/dai30/30 
bessi4.html 
7) h主tn:l/www.kanteI.i!o.io/io/sihouseido/dai31/31
bet主enl.html
8) htto:l/www .kantei.i!o. in/in/sihouseido/dai31131 
betten2.html 
9) httn:l/www .kantei.i!o. in/in/sihouseidoLdai31l31 
betten3.html 
10) httn:l/www.kanteI.t!'o.in/in/sihouseido/dai31β1 
giiiroku.html 



北村教子委員(中央大学商学部長)は、陪審制度

には反対としながらも、国民が毒望するのであれ

ば容認する趣旨の発言を行なったc 藤田委員は、

f日本の社会の土壌に最も適合した制震の導入を考

えるのが適当ではないか」と主張した。

その後、佐藤幸治会長(近畿大学法学部教授)

が、 f今後、欧米諸冨の陪審・参審制震をも参考に

し、それぞれの制度に対して指摸されている種々

の点を十分吟味した上、特定の富の制度にとらわ

れることなく、主として刑事訴訟事件の一定の事

件を念頭に置き、我が国にふさわしいあるべき参

加影惑を検討する」ことを内容とするとりまとめ

を行なった。 11) この日の審議及び「とりまとめj

においても f裁判員jの語は一切登場しなかったむ

第諸国の審議では「とりまとめJの若干の修正を
行なったのみで、実賞的な議論は行なわれなかっ

た。 12)

第37回13)、第38回14)の審議においては、中間報

告に f戦前の陪審制度」を盛り込むべきかが議論

されたが、「裁特員jの語は一切霊場せず、「量jflJJ
に関しでも触れられなかったむ

第38回の審議後に、中関報告が出された。この中

間報告の 15.国民の司法参加一国民的基盤の確
立ー」の 1(2)参加拡充の在り方Jiア 裁判手
続への参加JiCア)訴訟手続への新たな参加制度J
の結論部分は、「とりまとめJと同一の文章であり、
当然、「裁判員」の語は使用されなかったG5)

第43回の審議では、ヒアリングが行われた松墨

浩宮参考人(東京大学名誉教授〉は、対象事件を

重大事件に設定するかどうかに関して、まず、「社

会の関心も深い」から「国畏参加ということが非

常に際立って表れ」るなどとメリットを指摘した。

ついで問題点を指請したが、ここで、松罵参考人

は、今後の審議に大きな影響を与えることになる

11) 1lttn:l/www.kantei.e-o.in/in/sihouseido/dai32/32 
giiiroku.html 
12) 1lttn://www.kanteI.e-o.in/in/sihouseido/dai36よ36
giiiroku.html 
13) httn://www .kantei. e-o. in/in/sihouseido/dai37 /37 
giiiroku.html 
14) httn://www.kantei.e-o.in/in/sihouseidoJdai38/38 
ziiiroku.html 
15) htto ://www .kantei.e-o. in/io/sihouseido/renort/ 
naka houkoku.html 

重大な発言を行なったむ f社会的な関心の非常に高

い事件について、新たに国民参加の裁判が行なわ

れるということになりますと、それは一種ショー

ウインドーのような性費を持つことになる恐れは

ないかo (中略)現在は、報道の密度というものは

当時と詑較にならないわけで、島りますので、ショ

ーウインドー化してしまう恐れがあるのではない

かと考えられます。それは同時に、参加した国民

について仮に裁判員という言葉を使わせていただ

きますと、その裁判員になった人の負担も非常に

大きいということになるのではないか(誇点は筆

者けと「仮J~こではあるが、初めて f裁判員J と

いう語を使用したのである c しかし、松尾参考人

はなぜ「裁判員jという語を使用したのかに関し

ては述べなかった。さらに松尾参考人は、量部に

関して、 f協議方式す会わち参審制震jが護れてい

ると結論付けているむ

その後質疑応答が行なわれ、ここでも松尾参考

人は「裁判員」の語を使用したc しかし、この日

の審議では、 f裁判員jの語を使用したのは、松尾
参考人ただ一人であったむ 16)

第451!!lの審議において、 Ir訴訟手続への新たな
参加制度i審議用レジュメjと題するレジュメが
配布された。これは、松尾参考人の発言とともに、

今後の審議において重要な意味を持つものとなるむ

なぜ、なら、このレジュメの中に、「裁判員」の語が

霊場するからである。このレジ、ユメにおいて、「参

加する富民(以下 f裁判員jという o)J という形
で、「裁判員jの語が使思されている。 17) これに

関して、レジュメの作戒にあたった井上正仁委員

〈東京大学法学部教授)は、「参加する国民を表す

のに、 f裁判員iという、やや耳嶺れない言葉をf吏
っておりますけれども、(中略)先Bのとアリング

で松尾教授が捜われた辻較的ニュートラルな言葉

を拝借したj と述べているc すなわち、松尾参考

人によって、初めて司法制度改革審議会で用いら

16) httn:llwww.kantei.e-o.io/io/sihouseido/dai43/43 
giiiroku.html 
なお、松尾参考人の発言内容については、松尾
「飛事訴訟における国民参加J(f現代刑事法j 3巻
7号、 2001年) 7 ~13頁も参照。

17) htiD:l/www .kantei.e-o. in/io/sihouseido/dai45/45 
bessI.html 
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れた f裁判員」の語が、このレジュメによって、

一気に審議会の「共通語jとなったのである。

その後、意見交換が行なわれた。本稿で問題と

する裁判員の量子同事j斬に関して、吉岡委員は、「で

きれば量定についても参加するという方向を考え

た方がいいのではまいかjと述べた。一方、山本

委員は、 f国民の参加の意欲にかなうものであるム

「お互いに議論し合うことによって納得づくで剤を

決めていくということjなどを理由に裁判員によ

る量刑判断を積極的に認める立場を示したc

水原敏博委員(弁護士、元検事〉も量剰に関し

て、「双方で委曲を尽くした話し合いをすることが

極めて大事jと述べ、裁判員による量刑判断を行

なうべきと主張した。なお、量刑事j艇に裁判員を

関号させるべきではないと主張した委員は一人も

いなかった。 18)

第51自の審議では、 I~訴訟手続への新たな参加

制変』骨子(案)Jが提示されたc この資料におい

ては、「裁判員」の語が当然に使悪されるとともに、

「裁判員は、有罪・無罪の決定及び荊の量定に関与

するJ、f裁判官と裁判員は、評議に基づき、在
罪・蕪罪の決定及び刑の量定を行うJと裁判員に

よる量剤判断が明確に示された。 19)これを明示し

た理由は f皆さんの大方の意見であったように思

われJるからとされた。 20) この後、意見交換が行
なわれたが、裁判員の量刑事l厳に寵しては触れら

れなかった。 21)

さらに、これを具体化して、江V 国民的基盤の

確立jにおいて、 f刑事訴訟手続への新たな参加制

変」の導入を「荊事訴訟手続において、広く一般

の国民が、裁判宮とともに責任を分担しつつ協働

し、裁判内容の決定に主体的、実費的に関与する

ことができる新たな観度を導入すべきであるjの

一文として掲げたD これが後に「裁判員制度jと

なるものである。制度の意義としては、「一般の国

民が、裁判の過程に参加し、裁判内容に国民の健

全な社会常識がより反映されるように去ることに

よって、国民の司法に対する理解・支持が深まり、

司法はより強固な国民的基盤を得ることができる

ようになる」ことを挙げている。

意晃書はさらに設けて、 Dflj事訴訟手続への新た

な参加制度jの詳紹に関して述べている c その

f基本的講造jのなかで、「裁判官と裁判員は、共

に評議し、有罪・無罪の決定及び飛の量定を行う

こととすべきJと述べ、裁判員の量刑判断への関
与について、明確に I1flJの量定jの語を使用してい
る。そして、裁判員を量刑判断に関与させる理由

として、まず裁判員が関与する意義を f裁判官と

裁判員が責在を分担しつつ、法律専門家である裁

鞄官と非法律家である裁判員とが相互のコミュニ

ケーションを通じてそれぞれの知識・経験を共有

し、その或果を裁判内容に反映させるという点に

あるjとしたうえで、 fこのような意義は、犯罪事

実の認定ないし有罪・無罪の判定の場面にとどま

2001年S月、審議会は f奇法制度改革審議会意見 らず、それと同様に国民の関心が高い飛の量定の

書(以下「意見書」と略する)Jを取りまとめたむこ 場面にも妥当するので、いずれにも、裁判員が関

の意見書の日今般の司法事j度改革の基本理念と 与し、健全な社会常識を反映させることとすべきJ

方向jの f第 3 21世紀の司法制度の姿J11. 司 と述べている G この「すべきJという文言からみ
法制度改革の三つの柱jにおいて、「三つの柱Jの ても、裁判員を量刑判断に関与させることに対す
3番目として、庁国民的基盤の確立iのために、国 る意見書の積極的な姿勢が表れていると考える。

民が訴訟手続に参加する制度の導入等により可法 司法制変改革審議会は、結論として、[裁判員観

に対する菌民のf言頼を高めるjことが挙げられたo 度jなる「訴訟手続への新たな参加制度jを提言

18) h土tn:/Iwww .kan tei.!w. i n/in/sihouseido/dai 45/ 45 
giiiroku.html 
19) httn:llwww.kantei.l!o.in/io/sihouseido/dai5ll51 
bessi1.html 
20) httn:llwww.kantei.l!o.io/io/sihouseido/dai51/51 
bessi2.html 
21) httn://www.kantei.l!o.io/io/sihouseido/dai51/51 
ziiiroku.html 
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したむしかし、 f裁判員jの語は、審議会委員から

出されたものではなく、ヒアワングの際に松尾参

考人が使吊したものにすぎない。それにもかかわ

らず、とアリング後の「レジュメjでの井上委員

による「拝借jの後は、審議会の「共通語j とし

て、当然のように審議会で使吊されているむこの

際、井上委員も他の委員も松尾参考人の f裁判員j



の語の使吊に関して、なんら評価を行なっていな

い。従って、「裁判員制震」の「生みの親jは、司

法制度改革審議会ではなく、松尾参考人というこ

とになるむ

また、裁判員による量刑判断に関して辻、第45

回の審議で触れられたのみで、十分な審議が宥な

われたとはいいがたい。また、一部の委員の肯定

的発言のみで、否定的な発言はなかったにせよ、

?皆さんの大方の意見であったように思われ」ると

判断している点は問題であるつ裁郭員の量刑判断

は、裁暫員制度の中でも重要な問題であるから、

他の問題に増して填重な審議が求められる c よっ

て、裁判員の量刑判断に隠して、採決を行なうこ

ともなく、ただ否定的な発言がないというだけで

「大方の意見jと判断することは早計である。

( 2 )司法制度改革推進本部裁判員制度・刑事検討
A 
:z:;; 

意見書と2001年11月或立の司法軒度改革推進法

{平成13年法律第119号)を受けて、周年12月、内

揮に司法制度改革推進本部が設置され、河本部内

の検討会のーっとして、 f裁判員制変・荊事換討会

{以下「検討会jとするけが設置された。同会は

11入のメンバーで構成され、審議会でも委員を務

めた井上委員が産長に就任したG 検討会では「刑

事訴訟手続への新たな参加制度の導入Jが検討事
項のーっとなった。しかし、裁判員の役割に関し

ては、荊の量定に裁判員が関与することは前提と

され、専ら法律問題への裁判員の関与が検討課題

とされた。 22)以下では、裁判員制度に関する検討

会の審議を検討する。

第4@Jの審議では、井上窪長が意見書に基づい

てJ有罪・蕪罪の決定とjflJの量定については、裁判
官と裁判員が共に評議をし、共に判断を行うとい

うことははっきりしているjと述べたうえで、主と

して法律問題への裁判員の関与が議題とされ、裁

判員の量刑判断に関しては議論されなかった凸 23)

第7屈の審議ではヒアリングが行なわれた。こ

22) htto:llwww .kantei.l!o. in/in/sinl!i/sihou/k:entou・
kailsaibaninldai2l02.odf 
23) httn:llwww.kantei.l!o.in/in/sinl!i/sihou/k:entou-
kailsaibaninldai4/4l!Iiiro主u.html

の中で、日弁連の山田幸彦参考人は、量刑手続に

関して、「誤定的手続二分論」や「量刑に関する調

査官制度jの導入を主張したむ 24) しかし、これら

は、すべて裁判員による量刑判断を前提とするも

のである。一方、最高裁も、裁判員による量刑判

艇を前提に、「裁判員は、事実認定及び量刑につい

て、裁判官と同等の評決権を有するものとすべき

であるjと主張した。 25)

第13回の審議では、事務員から「裁判員制度に

ついてJと題するたたき台が出され、これに基づ
いて審議が行なわれた号事務局は、たたき台の記

述について、 i(ア) (=裁判員の権限〉は、裁判員

の最も基本的な権限に関するもので、 f裁判宮と裁
判員辻、共に評議し、有罪・無罪の決定及びjflJの

量定を行うこととすべきjとする司法制度改革審

議会の意克に従ったものJと述べたG 掛
第18回の審議では控訴や罰則に関する議論が行

なわれたむ控訴の部分で「量荊不当を理由とする

控訴Jの開題が取り上げられたが、裁判員による
量刑判断自体に関しては触れられなかった。 27)

第24回の審議では、裁判員の人数、権限、要件

等に関して議論が行なわれた。酒巻匡委員〈京都

大学教授)は、裁判員による量刑判断を前提とし

たうえで、「裁判員軒度は、健全な社会営識を持っ

た一般国民は、〈中略)量WJについて辻、職業裁判
官と同じように的確な判新ができるということを

前提にして設計された都度jと述べたG28J

第28屈の審議では、井上座長が「考えられる裁

判員制震の概要について」と題する資料を提示し

たむこれは、これまでの検討会での検討結果をま

とめたものであるが、裁判員による量刑判離に関

しては、 f裁判員は、有罪・無罪の決定及び璃の量

定に関し、審理及び裁判をするものとする」と意

24) htto:llwww .kantei.l!o. in/in/sinl!i/sihou/k:entou-

kailsaibaninldai7 n sirvou8. ndfの53頁以下。
25) httn:llwww.kantei.l!o.io/in/sinl!i/sihoulkentou-
kailsaibaninldai 7 n sirvou21. ndfの4頁。
26) }1枕o:llwww.kanteI.l!o.io/in/sinl!i/sihoulkentou・

kailsaibaninldai131l3l!Iiiroku.html 

27) htto:llwww .kanteuw. in/io/sinl!i/sihoulken tou・

kailsaibaninldai18l18l!Iiiroku.html 

28) htto:llwww .kanteI.l!o. in/in/sinl!ilsihoulkentou・
kailsaibaninldai24124l!Iiiroku.html 
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見書と沼ぼ同擦の内容で、あった。怨)

第31@の審議では、「裁判員制度の概要について

〈骨格案汁と題する資科が提示されたが、裁判員

による量刑判艇に関しては、「考えられる裁判員制

度の概要についてjと同じ文言であった。掛

また、「裁判員制度、刑事裁判の充実・迅速化及

び検察審査会制度に関する意見募集の結果概要

〈以下「概要jと略するリと題する資料が提示さ

れた。この中には、「裁判員自身の無自覚のうちに

事実認定や量刑が裁判員の感情によって左右され

やすくなり、他の大多数の軽い事件の量刑との不

均衡も生じてくるん「仮に自分が被告となった場

-合、全くの素人の裁判員に量璃を決められたりす

ることはとてもイヤですJo1職を持たない入に他
人の量刑をあれこれ意見されることは岳分が被告

の立場だったら納得行きませんjなどと、主に

f素人jである「裁判員jの量刑判顕能力の問題か

ら、裁判員による量刑判断に批特的な一般国民の

意見が多く見られたc 特に、自身を被告人の立場

においた批判意見がみられたことは、注目に値す

ると考える 5

また、各種団体からも裁判員による量刑判密に

批判的な意見が主張された。 例えば、「市民のため

の司法改革を求める愛知の会Jは、量刑は「裁判
宮の豊富な裁判経験iこ基づいて判隆寺されることが

適切であると考えるj と主張した。青年法葎家協

会弁護士学者合同部会も、 f裁判員の審理の対象は、

基本的に事実認定と宥罪・無罪の鴇断に隈り、量

7fljは捺外すべきであるjと主張した。 31}

しかし、審議において、これらの意見が反映され

ることはなく、裁判員による量刑判断は、「当然の

前提jとしたまま、検討会での審議は終了した。 32)

検討会においては、審議の多くの時需が「裁判

員制度J~こ当てられた。このことは「裁判員制
度・荊事検討会Jの名称、からいっても当然のこと

29) httD:llwww.kantei.1W.1D/iD/simrilsihoulkentou・
kailsaibaninldai28/28sirvoul. Ddf 
30) httD:llwww.kan匂i.llO.iD/iD/sinrusihoulkentou-
kailsaibaninldai31/31sirvoul.ndf 
31) httD:llwww .1王antei.llO.iD/iD/sinlli/sihoulkentou-
kailsaibaninldai31/31 sirvou4.Ddf 

32) httD:/Iwww.kantei.llO.iD/iD/sine:ilsihou/kentou・
kailsaibaninldai31/31lliiiroku.html 
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であろう。しかし、裁判員による量荊判離に関し

ては、意見書を「当然の前提jとして、ほとんど

議論されることはなかったc 一方で、「概要」に表

れた、裁判員による量刑判断に批判的な国民や毘

体の「貴重なJ意見は「蕪視Jされた。検討会の

役自が「審議会の提言に至るまでの議論の蒸し返

しになるようなことはなるべく避けて、あくまで

その提言を前提として、具体的な制度設計に資す

るよう者建設的な議論をするJ33)であることから
して、意見書に明示された裁判員による量刑判断

を前提とすることは、致し方ないことかもしれな

い己しかし、量刑判断の問題は、裁判員制度にお

いて最も重要な問題といえる。また井上産長は司

法制度改革審議会委員でもあり、審議会での「裁

判員による量刑判断」についての不十分な審議の

当事者である。これらのことから考えて、審議会

で十分議論できなかった重要テーマである f裁判

員の量荊判断jを検討会で再度議論することを検

討すべきであったのではないかと考える。

( 3 )国会審議(衆議院)

検討会で審議された裁判員鰐度は、閣議決定の

後、内関によって法案化され、 2004年3月28に

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案(以下

「裁判員法案jというけとして、国会に提出され

たむ裁判員法案は、 3月16日に衆議院本会議に上

程された後、 4月28に衆議説法務委員会で審議
入りした。泌)

4月2日の審議では、野沢太三法相から裁判員

法案の趣旨説明がなされた後、審議が行なわれた

が、裁判員の量刑判断の是非に関する質問は行な

われなかった。 35)

4月68の審議で辻、岳民党の桜井部三議員が、

If聞の量定にも国民が関与することとした理由Jを
野沢法棺に質関した。これに対して法相は、「国民

33) httD:llwww.kantei.llO.iD/iD/sinllilsihoulkentou・
kailsaibaninldail/11riiiroku.html 
34) 日本法令索引 現行法令検索 (h主tD://hourei.ndl. 
go.inlSearchSvs/frame/llenkou tOD.isがから?裁
判員の参加する刑事裁判に関する法律j内の f審
議経過J参展。
35)盟会会議録検索システム (httD:/lkokkai.ndl.llo.iDf_)
から第159国会衆議読法務委員会9号平成16年04
月02日按索。



の関心が高い問題J、「裁判員制度の趣旨を生かす
ためには、lfIJの量定にも医民が関与するのが相当」

と意見書と沼ほ同内容の答弁を行なった。

桜井議員はさらに、 f素人である裁判員は、同種

類事件での雨量も考嘉した公平な量刑判断は菌難

なのではないでしょうかjと質需を行なった。こ

れに対して、山崎潮司法制度改革推進本部事務局

長は、量刑誌、「審理の最襲段階で検察官から(中

略)求刑jが行なわれ、「被告人・弁護人からも、

これに対応する形で量飛に関する意見が言われる」

ため、裁判員は fこれらの意見を参考にして量刑

に関する判断を行うということが可龍jであり、

評議段階でも、裁判員は、裁判宮から紹介された

「他の事件における量lfIJJを参考にして判断を行な
えるので、量lfIJの判翫が困難にはならない趣旨の

発言をしている 9 この山騎氏の主張は、「楽観的」

ではないかと考える。

接井議員はさらに続けて、 f素人である裁判員が
量刑を行うと、感情に流されて不当な量刑を行う

おそれがあるのではないかとの声もあるのですが、

どうお考えでしょうか」と裁判員による量璃判断

の公正さを疑問視する旨の費需を行なった。

これに対して、山靖氏は、事件関係者の排絵、

不選任請求、十分な評議、評決の要件など不公正

な量飛を訪止する「手当て」が用意されている旨

の答弁を仔なった。

同5午設には、参考人質疑が行なわれたむ参考

人の清原襲子三薦市長は、裁判員の人数の問題に

関連して量刑に関して触れたが(これについては

第 6章で後述)、裁暫員の量刑判艇の是非には触れ

なかったむその後、参考人を交えて質疑が行なわ

れたa この中で、参考人の往藤幸治司法制変改革

審議会会長は、裁判員が量荊判断に関与すること

について積極的に肯定した。 36)

4月78の審議では、自民党の与議野馨議員が、

裁判員制度の意義に関して、「公正という意味では

その点はどういうふうにお考えになっているでし

ょうかjと裁判員による量前の公正さに関する質

問を行なった。

36)同10号平成16年04月06日検索。

これに対して、山埼氏は、特iこ量lfIJ面に関して、

「非常に偏ったような考え方をされるというような

方々がおられる場合には、〈中略)解在という手続

も設けているJと話回と再様の番弁を行なってい
る。 37)

4月98の審議では、野沢法相から法案の説明

が行なおれた後、民主党の山内おさむ議員、辻憲

議員などが質需を行なった。このうち山内議員は、

裁暫官の量刑の主張を裁判員が覆せるか否かを題

旨とする糞聞を行なったc

これに対して山時氏は、裁特員誌による担保、

裁判員への期持、求刑や弁論の存在の 3点によっ

て担保される言の発言を行なったが、これらはい

ずれも従来の政晴見解と同様のものであり、また

「楽観的jであると考えるc

辻議員は、延罰意欲の増大やマスコミの影響等

によって、現弐の「魔女狩り裁判jにつながると

いう量飛の重罰化に対する危慎を抱いていること

を主張したc お)

4月128には公聴会が開寵されたc 公聴会で、

高井康行弁護士は被害者の信頼を理由に裁判員の

量璃判新を明確に肯定したむその一方で、「被告人

の人権を守りつつ真相を明らかにし、適正な軒lfIJ

を実現するという鵠度本来のE的が実現されるた

めには、{中略)裁判員も公正中立な立場に立って、

予軒、編見にとらわれることなく、また後顧の憂

いなく、真相は何か、適正な科刑はどれくらいな

のかという判断あるいは評議に責任を持って集中

して参加できるという環境をつくり上げることが

必要jとも述べている。

続いて質疑が行なわれ、自民党の下村詩文議員

が、高井参考人の前述の発言に対しての費問を行

なったのに対して、高井参考人は、「裁判官は過去

何十年誇かの量刑惑覚を持っている。そこに現時

点での量刑惑覚を持った裁判員が入っていって、

お互い意見を関わせて、妥当だと患う量刑を決め

るということによって、被害者も現時点での国民

惑靖が反映されたというふうに考えることができ

るJと前述の発言を補足したc 掛この主張は、量

37)同11号平成16年04月07自検索。
38)同12号平成16年04月098検索。
39)国会会議録検索システム (httD://kokkaI.ndl.llO.1D/)
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1ftJの公平性よ可も国民の量1ft1感覚を重視しており、
また f国民の現時点での量刑惑覚jの反映によっ
て「量刑の重罰化jが起こってもよいとするもの

である。高井参考人は、一方で「被告人の人権を

守りつつJr適正な科剤を実現するJことが裁判員
制度の本来の目的であると主張しているが、下村

議員の費問に対する答弁は、被告人の視点が欠落

している点で問題である。

4月13日の審議では、辻議員が、前回 (98) 

に引き続いて賛同を行ない、マスコミの量刑への

影響に関して質問した。これに対し、山崎氏は、

裁特員の不選径や解任のシステムで対応できると

した。ついで辻議員の指摘した「重大な凶悪事件

が起こってその直後に世間が大きく感信的になっ

ているときに、裁判員がそのような感情にとらわ

れないようになるそういう担保Jに関しでも、山
崎氏は、不選在や解任のシステムで対応できると

した。 40) なお、 4月148以降の審議では、裁判員

の量刑事j訴に関する質問は行なわれなかったむ 41)

4月23日の審議では、政府提出の裁判員法案に

対し、自民党・民主党・公明党が共詞で修正案を

提出したが、裁判員が量1ftJ判豊百に関与することは

鯵正の対象とはきれなかった。

続いて、採決が行なわれ、まず修正案が全会一

致で可決され、ついで致府提出?裁判員法案jが

修正部分を除いて全会一致で可決された。続いて

間帯決議が可決されたが、間帯決議においても裁

判員の量刑判断に関しては触れちれなかった。42)同

日の衆議院本会議で、委員会での修正を経た裁判

員法案は、「異議なし採決Jで可決された。 43)
衆議設での審議は、次欝で述べる参議院と比較

して、審議に多くの時鵠が割かれ、裁判員の量刑

から第159里会衆議院法務委員会公聴会 1号平成
16年04月12日検索。

40)国会会議録検索システム (httn:/lkokl王ai.ndl.e-o.inl) 
から第159国会衆議院法務委員会13号平成16年04
丹13日検索。

41)雷会会議録検宰システム (httn:1.危.okk泊.ndl.e-o.in/)
から第159晋会衆議説法務委員会14号平成16年04
月比呂、同15号平成16年04月16目、同16号平成
16年04丹20日、再17号平成16年04月21日検索。

42)同19号平成16年04耳23日検索。
43)国会会議録検索システム (httn:/lko孟kai.ndl.四.io/)
から第159国会東議院本会議27号平成16年04月23
呂検索。
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暫断に関する質疑も活発に行なわれたといえる D

しかし、裁判員の量刑判断に関する質疑は、審議

の前半にのみ行なわれ、 4月14司以降は議題にす

ら上らなかったs また、議員の費問に対する野沢

法相や山崎氏の答弁内容は、ほi主提来の意見書等

を踏襲するものであった。また、議員鶴も 4丹6

Eの桜井議員を捺けば、基本的に l度しか費関を

行なわず、政府鵠の答弁の後、裂の論点へと賞湾

内容が移行している。このことから、発言昌体は

活発に行なわれたとはいえるが、十分な議論が尽

くされたと泣いえないと考える。

( 4 )国会審議(参議院)

衆議院で可決された f裁判員法案jは、 20例年

5月118、参議長法務委員会に送付された。 44)同

日の審議では、野沢法相から裁判員法案の趣旨説

明と衆議践における修正部分の説明がなされた後、

審議が行なわれたq

自長党の岩井圏臣議員は、 f素人の裁判員が量刑

を科すという剤事裁判の基本的役割をきちっと果

たせるのかJと裁判員の量刑判既に対して疑問を
呈したc これに対して、野沢法相は、衆議院での

山崎氏の答弁内容と誌ぽ同様の「楽観的なJ答弁

を仔なった。

また、公明党の木庭健太郎議員は、「裁判員が事

実認定をして量飛まで決めること」の意義に関し

て質問を行ない、これに対して山崎氏は、量刑も

国民の関心事であ号、量刑も含め一体として参加

し、国民感覚を入れた裁判にまれば、可法が国民の

信頼を得られる趣旨の答弁を行なった。必}

5月188の審議では、民主党の角田義一議員が、

「裁判員が陪審と違って事実の有無だけでなくて量

刑まで踏み込んで、いく(中略)制度にした趣旨と

いうのをまず山崎さんの方から答弁していただい

て、そして最高裁の刑事完長からは、量刑につい

てどういうところがやっぱり裁判員として問題に

44) 日本法令索引 現行法令検索 (httn://hourei.ndl. 
go. in/SearchSvs/frame/e-enkou too. isn)から「裁
判員の参加する刑事裁判に関する法律」内の「審

議経過j参頼。

45)国会会議録検索システム (ht句:!.北北kai.ndl.e-o.10，/)
から第159国会参議院法務委員会15号平成16年05
月11日検索。



なってくるのか、そこを説明していただきたい」

と質問したG

これに対して、山崎氏は、「国民が参加をして自

分も裁特に参画したんだというためには、(中略)

有罪、蕪罪だけではなくて、仮に宥罪とした場合

に、それがどのぐらいの剤をもって処するのが国

畏的な感情から見ていいのか、ここまでやっぱり

判断をしていただきたい」と従来とほぼ陣内容の

答弁を行なったc

また、大野市太郎最高裁判所事務総高刑事局長

は、「今震、量刑につきましでも裁暫員の方々に入

っていただくというところにつきましては、量刑

についての国民の健全な感覚というものもできる

譲り反咲すべきであろうということであろうかと

患いますので、そういった意見も尊重しながら、

かっ余りに大きなばらつきがありますと、これは

裁判に対する信頼そのものにも影響してくること

になろうかと患いますjと述べた。必)

5月208の審議では、 f蘇めくくりの糞疑jが仔

なわれたが、裁判員の量間判断に関する質問はみ

られなかったむ質疑終了後、共産党の井上哲士議

員が、裁判官と裁判員の人数等を内容とする惨正

案を提出したが、井上議員は裁判員が量fflJ判断に
関与すること自体については触れていないc その

後、共産党移正案は否決され、裁判員法案は共産

党も含め全会一致で可決された。その後、欝帯決

議が行われたが、裁判員の量刑判密に関しては触

れられなかったG47}

委員会で可決された裁判員法案は、翌21日の本

会議で、 180対 2の圧観的費成多数で可決され、

f裁判員の参加する刑事裁判に関する法穿jとして

成立した048)1週間後の28日には同法は公布された9

参議院での委員会審議は、衆議院と比較しでも

非営に時開が少なく、議論が十分になされたとは

到底いえをいと考える。特に本語で問題としてい

る裁判員の量刑判断に関しては、 11日と188の審

議で計 3入の議員が指摘しているが、野沢法相及

46)同17号平成16年05月18B検索。
47)同18号平成16年05月20B検索。
48)国会会議録検索システム (httoゴ'/kokkaI.ndLe-o.i0/) 
から第159国会参議院本会議23号平成16年05月21
司検索。

び政府関係者は従来どおりの答弁を行なったのみ

であったs また、議員も答弁に対してさらに質問

を行なうことはまかった 5 司法髄度改革審議会か

ら続く不十分な審議の中でも特に不十分といえ、

「良識の府jの役割を果たしたとは到底いえないと

考える。

( 5 )まとめ

以上の制定通程を経て、裁苧j員法は成立した。

本節では、裁判員法の制定過程を振り返り、裁判

員法の制定過程と裁暫員の量刑暫断に関しての審

議状況について総括しておく。

まず、司法制度改革審議会では、松尾参考人に

よる「裁判員jの語の導入後、わずか I回の審議

で、裁判員を量刑判断に関与させることが、「肯定

的意見jのみが出されるなかで、 f決定」された。
次に、可法制度改革推進本部裁判員制度・刑事

検討会では、「議論のむし返しjを避けるため、裁

判員の量刑判断は「当然の前提」とされ、量刑判

断の是非に関しては、ほとんど議論されること誌

なかった。

さらに、衆議読法務委員会では、審議の前半

( 4月138まで)において丘、裁判員の量刑判断に

関する費問が多くみられたが、政府誕の従来どお

りの答弁を引き出したのみで議論には至らなかっ

たむまた審議の後半には、裁判員の量刑判断に関

する葉聞は一切行なわれなかったむ

最後に、参議民法務委員会では、裁判員の量荊

判断に関する費聞は、衆議院以上に少なかったc

また衆議院と同様に、議員は政府側の従来どおり

の答弁を引き出したのみで議議には至らなかったc

1999年の司法事j震改革審議会開会から、約 5年

間をかけて多くの場において裁判員制度が議論さ

れた。時間面からみれば、 5年という全体での審

議時間は十分であったと考えるむしかし、審議時

聞の舗には、どの審議過程においても議論が不十

分であ号、特に裁軒員による量刑判訴に関しては

特にこれが顕著であったと考える D 裁判員による

量刑判断は、裁判員制度において重要な位置を占

める問題であるから、他の問題以上に時揮をかけ

て議論されなければならないはずである。それだ

けに、今回の各審議段階における議論はいずれも

法学研究 No.9 -129-



不十分なものといわざるを得ない。

3 .裁判員法成立後の量荊の変化

裁判員法成立後の2004年以降、死刑や蕪期懲役

の判決が急増しているo 49)また、従来の f量荊相

場」に影響や変化を与える判決も出ている c さら

に、裁暫官が、検察官の求刑を超える量荊を行な

った判決50) も出ているc

このような量刑の変化の背景には、同時期に行

なわれた「刑法の重罰化J51)の影響も考えられる
が、それ以上に裁判官の量荊に対する意識の変化

があると考える。 52)すなわち、裁塑i官i土、現在の

「量璃椙場」は、一般市民の「営識」と詑較して軽

いとの意識を有している。また、富民も裁判官の

量刑を軽いと考えている。 53)そのため、裁判員が

量荊判離に関与する以前iこ、 f量刑相場」をー殻市

長の「常識Jにできるだけ近づけておくべきとの
判皆が裁判官に働いたものと壌灘される。

しかし、裁判員法成立後の裁判官の量刑の変化

は、裁判員制度の実施にとって必ずしも必要なも

のとはいえない。たとえ裁判官が、 f量刑相場」が

49) 2006年に全翠の裁判所で死刑判決を言い渡された
被告人は44入に上り、 1980年以降で最多であった。
京都新聞2∞6年12月31日付朝刊22面参照。
50)最近では、大寂地判平成18年9月12日道路交通法
違反被告事件(求潤量生役8ヶ月+罰金期j→判決議
役1年執行猶予 5年〉がある。他の求型jを超える
量荊を行なった判決に興しては、原因圏男 f量刑
判断の実際J(原因 f量刑判断の実際i現代法律出
瓶、 2003年)75頁の注55を参照。
51) 2004年12月或立の「刑法等の一部を改正する法律
(平成16年法脅第156号)Jによる有期自虫剤iの剤期
上限引き上げ等の改正。

52)犯罪白書によれば、通常第一審での殺人罪に関し
て、 2004年の「璃法の重罰北J以降、態役3年以
下の実璃判決が減少し、懲役目年以上の判決が急
増している。これは「璃法の重罰化Jによって、
有期自由刑の上限と殺人罪の懲役刑の下援がそれ
ぞれ引き上げられたことによるものと考えられる。
一方で、「刑法の重罰化jによる改正は無期懲役に
は及んでいないため、 2004年以捧の無期懲役剤の
増加を「帝j法の重罰化Jで説明するのは屈難であ
ると考える。法務省法務総合研究所編『犯罪白書
2∞6J (2∞6年) ・222莫参照。
53)最高裁司法研修所が、臣民と裁判官を対象に行な
った量潤意識課査の最終報告によると、国民が刑
事裁特に関する報道で知った量刑へのイメージは、
「非常に軽いJI軽いJIやや軽いJが合わせて80%
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一般市民の f常識jと比較して軽いとの意識を有
していたとしても、裁判員制変において、量刑は

裁判官と裁判員の合議によって決定するのである

から、「量刑相場jを「常識jに近づける必要はな

い。それにもかかわらず、裁判官が、「量刑相場j

を「常識Jに近づけることを目的として、「量用jの
重罰化jを行なっていると考えられることから、

裁判官に「量刑相場」の軽さに対する危機惑を惑

じ取ることができるc

4 .量刑判断の状況

( 1) r量荊」の定義と基準

まず、本節では、 f量刑」の定義を明確にしてお

くことにする。「量JfljJの辞書的な意味は、 f処断
剤の範西内で具体的に宣告荊を決定することjで

ある。 54)一方、法学的には、 iJflJの量定jには一

般に 4種類の意味が考えられてきた。第一の最狭

義の意味は、 f自由Jflj又註財産刑について、刑期又

は金額すなわち剤の分量を定めることjである。

第二の狭義の意味は、「剤j種の選択及び刑量の決定

を第一の意味とあわせたもの」である。第三のE主

義の意味は、執行猶予の許否、保護観察の有無も

「刑の量定jに含めるものであるD 第四の最広義の

意味は、裁量的刑の免除、Jfljの執行の軽減又は免

除等も含むものである a 刑事訴訟法第381条等の

f荊の量定jは、第四の意味すなわち最広義の意味

であり、刑罰その他の刑事上の処分一般を意味す

ると解されている。 55)以下では原期として、第四

の最広義の意味で「量刑」及び「期~O)量定j の語

句を使用することにする。

現行刑法典には「量刑」及び「荊の量定jの語

は散見されないc 荊事訴訟法には、第381条、第

393条、第411条において、 rJflJの量定Jの語が使用
されているが、いずれも上訴に関する規定である。

を占めた。読売新聞2006年12月198付朝刊 2菌、
同紙2006年12月238付朝刊誌面参照。

54) r広辞苑(第 5版)j (岩波書底、 1998年)2809頁
「量刑j、『刑事法辞典J(信出社、 2∞3年)789頁。
55)松尾浩章 f刑の量定J(問j事政策講座第一巻総論j
成文堂、 1971年) 337~338頁、松間正章『量刑手
続法序説j(成文堂、 1975年) 3 ~4 頁、票田富男
「量荊基準と量刑事情J(原因 f量刑判断の実際i
現弐法律出版、 2∞3年) 1夏など参照。



また、同法の規定は f荊の量定jの内容に関して

は述べていないc 今回制定された裁判員法は第5

条第 2現でiJflJの量定」の語を使用しているが、

f剤の量定jの内容に関しては述べていない。

一方、冊目の量定jの内容に関して規定した文書

として、改正刑法草案第48条第 1項及び第 2項が

あるが、同草案は未施行であるため法的拘束力を

有しない。また、刑事訴訟法第248条の「起訴便宜

主義j規定の類推適用も考えられる D 同条は間接

的な量刑の一般的指針とされており、現在の実務

にも少なからず彰響を及ぼしているとされるむ民)

しかし、同条はあくまで検察官による公訴提起に

関する規定であり、裁判官による量刑を定めた規

定ではない。従って、現在の日本の法制度におい

ては、「荊の量定jの内容は、専ら裁判所の判顕に

ゆだねられていることになる。 57)そこで、裁判所

がどのような基準に基づいて量部判断を行なって

いるのかが需題となる。これが「量刑相場jの問

題であるc

( 2) r量刑栢場j
現在の裁判所における量刑実務辻、一殻に「量

刑相場jに基づいているとされているor量刑相場J
とは、同種・向性質・間程変の行為を内容とする

事件に対しては、同刑量の煎i罰を適用するのが妥

当であるという考え方に根拠をもつものであり、

長年の裁判実務において形成されてきたものであ

り、熟達した裁判官であれば、一応身に付けてい

る判断基準であるa58)

このように、量刑判断の基準となっている f量

瑞相場」であるが、法律ではないため法的持束力

を有さず、実務上も規範的な拘束力をもたないと

されている。 59)

また、量瑞相場は絶対的なものではなく、平均

的な量刑を考える上での手がか切にすぎないとさ

れる。さらに、量璃担場は、時代とともに変わる

56)松間・上謁書 5頁、法制審議会刑事法詩郡部会編
『改正刑法草案:謝・再説明書j(法曹会、 1972年)
128頁、阿部純二編 D]IJ冊法学セミナー 基本法コ
ンメンタール改正剤法[第二版構訂版刀 (8本評
論社、 2002年)23頁参照。
57)阿部編・上謁書23頁参照。
58)原語・前掲注55、3頁。

面もあり、社会情勢や犯罪情勢の変化iこ対応し、

その内容を変えていくのであって、必ずしも固定

的な性質のものではない。ことに薪たなタイプの

犯罪や新たに立誌によって犯罪とされたもの、法

定剤が引き上げられた犯罪等については、量刑相

場が確立しておらず、具体的な量刑事日断の穣み重

ねによって、新たな量刑梧場を形成していく必要

性に追られるG60) しかし、 f量剤相場jが量刑の

重要な基準であり、量刑判断のスタートラインに

あることは否定できないと考える。

死刑求刑事件においては、死1fIjと蕪期態役とを

分ける判断基準として、「永山事件最高裁判決Jで
提示された「永山基準jがあるむ現在では、死刑

求刑事件の多くの判決で、永山基準が引用されて

お号、永山基準は判例法fとしているといえる。し

かし、「永山基準jは島くまで「判例法Jにすぎず、
法典化はされていないむまた、「永山基準Jは死刑
求刑事件のみに適用される特殊な基準であり、あ

くまで量刑判断の最大の基準は「量瑞相場」であ

ると考えるむ

( 3 )米国の量刑基準との比較

米国で辻、従来、裁判言は量刑に当たって広範

囲な裁量権を有しており、 f法定璃の範囲」という

かなり幅の広い条件を満たしさえすればよかった。

しかも、裁判官は量荊にあたり、関連性があると

判断したすべての事実を考意することができたG

そのため無視できないほどの深刻な量刑の不均衡

が生じていたc81)

そこで、この状況の打開のため、 1984年に、包

括的犯罪規制法の一部として量刑改革法が成立し、

これに基づいて、可法部内の独立委員会として連

邦量璃委員会が設置され、同委員会が量刑のため

の基準を作成することとなったむこの基準が「連

邦量刑ガイドラインJ(以下「ガイドライン」と略
する)であり、 1987年より施行されたc ガイドラ

59)上掲論文4頁。
60)上掲論文 6頁及び原田「上訴審の量潤審査基準j
(原田 f量刑判欝の実際j現代法律出版、 2003年}
90頁G

61)松原英世「連邦量荊ガイドラインと量刑思想の変

化J(r量fflJ法の総合的検討松岡正章先生古希祝
賀j成文堂、 2005年)75頁。
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インは、連邦量刑委員会によってガイドラインマ

ニュアルという形で発仔されており、量刑に関す

る手続やfflJ期の算定方法などが注釈とともに条文

形式で示されているc

ガイドラインの内容は、マトリックス状の量刑

表を示し、裁判宮は縦軸と横軸が交差するセルに

示された周期の範屈で刑を宣告しなければならな

いとするものである。ガイドラインには拘束力が

認められており、裁判所がこれに従わない場合、

当事者に上訴権が認められている。このように、

ガイドラインの目的は、裁判官の量刑における裁

量を極力制限することにある。 62)

ガイドラインの運用実態に関して、量荊委員会

による1999年度の続計によれば、ガイドラインを

適用して言い渡される量剤は、その64.9%がガイ

ドラインに定めちれた荊の幅の範西内であり、ガ

イドラインで定められた荊の上限を超える量刑は

0.6%と極端に少ないとの統計が出ているむ 63)この

ことから、ガイドラインは、 f裁判官の量刑におけ

る裁量を極力事j課する」という自的を果たしてお

り、持に裁判官による量刑の重罰化を訪止してい

ると考えられるc

米国における富民の刑事言法参加は、賠審制度

が原則であり、結審員は事実認定のみを行ない、

量璃判訴に辻関与しないc ガイドラインもあくま

で裁判官を対象とした制度であるむしかし、米国

においては、死刑事j度を存置しているチ11において

は、死刑事件に設定して、語審員に量ff1J判断を委

ねる「量刑陪審」が行なわれている c この場合

f量璃陪審」の結審員は、事実認定において喜罪認

定をした措審員と同ーの陪審員が担当する。そし

て、「量荊陪審Jが、死刑を相当とする加重理由に
つき「合理的な疑いを容れない程度J，こ立証され
たと確信したときに限り、被告人に死部を言い渡

すことができる。 64)

f量刑相場j と量刑ガイドラインの共通点とし

62)上握論文74頁。
63)池田順一「連邦量刑ガイドラインと連邦裁判所に
おける量刑実務J(WジュリストJ1067号、 2001年)
100頁。

64)小早}II義票日「情状認定手続JU量刑誌の総合的検
討松岡正章先生古韓祝賀j成文堂、 2005年)51 
頁以下。
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ては、ともに裁判官の量期判断にf吏沼されるもの

であることが挙げられるむ一方、相違点としては、

第ーに、量刑相場は、裁特官以外には公開されな

いあいまいな基準であるが、量刑ガイドラインは、

条文形式であり、明文化された規定であることで

あるむ第二に、量刑栢場は、裁判官によって「作

成jされたものであるのに対し、量刑ガイドライ

ンは、裁判所外の組識である連邦量部委員会が作

成している点でも異なる。このように、量刑相場

は量刑ガイドラインと比較しても、不透明性・不

明確性の強いものといえるc

一方、量刑陪審と裁判員制度を比較すると、大

きな相違点が2点考えられる。 1点自は対象事件

である。量刑結審が、対象を死刑事件に譲定して

いるのに対し、裁判員制度は、傷害致死罪など死

刑事件ではない事件も対象に含まれており、より

対象が広いといえる。 2点目は判断基準である。

量刑賠審においては、死刑を相当とする加重理由

が明確に規定されている。一方、呂本においては、

死刑求剤事件に関して、事j伊i法である「永山基準j

は存在するものの、明確な制定法は存在していな

し)，0

以上のことから、日本と米昌の量ff1J実務を比較

すると、明らかに日本の量刑実務が米国より不明

確・不透明なものであるといえるむ

5 .犯罪被害者の意見諌述と量煎面での変化

E本の現行の刑事訴訟法に基づく飛事裁判にお

いては、犯罪被害者及び遺族(以下 f被害者jと

略する〉は、刑事手続の当事者ではない。そのた

め、告訴や証人尋問などごく摂定的会場面を除い

ては、那事手続への参加は認められてこなかったc

一方で、犯罪被害者団体等は、被害者保護を求め

る運動を行なってきた。

しかし、近年になって、被害者の保護や手続参

加を目的とした法整備が急速に行なわれるように

なってきている o 2000年に立法された f犯罪被害

者二法j似の「煎事訴訟法改正jにおいて、新た

65) i詑罪被害者等の保護を窪るための璃事手続に付随
する措量』こ関する法樟(平或12年法律第75号)Jの
髄定及び f刑事訴訟法友び検察審査会法の一部を



に、「被害者の意見陳述制度(以下 f意見陳述制度」
と略する)Jが導入されたc66}意見陳述制度は、

被害者に「意見諌述権」を認めたものでは会く、

f被害者は荊事手続の当事者ではないjという前提

のものでの手続参加の銭度であるむ意見諌述制度

そのものは、意見諌述によって、「裁判が被害者等

の心需や意見をも踏まえた上でなされることがよ

り明確となり、刑事司法に対する被害者等を始め

とする国民の信頼をー暑確保することに資するも

のと考えられる上、被害者等に一定の範西で飛事

裁判に主体的に関与させることにより、過度の応

報感情に走ることの防止に資する面があるととも

に、被告人に被害者等の心清や意見を認識させる

ことにより、被告人の反省を深め、その更生にも

資すると考えられるJ6のためであって、量刑の重
語化を留って導入されたものではないが、意見陳

述の導入は、量刑に大きな影響を与える可龍性が

あるc

意見陳述制度を規定する刑事訴訟法第292条の 2

は、第9項で、意克醸述は、 f犯罪事実の認定のた

めの証拠とすることができないjとしているむこ

の f犯罪事実の認定Jとは、 f厳格な証明を要する
詑罪事実の認定Jのことであり、犯罪り被害によ
り受けた影響、被害弁護の有無等は、 f犯罪事実」
には該当しないため、その陳述を量刑上の資料の

ーっとすることは可能である。 68) また、意見諌述

の内容は、 f被害に関する心情その他の被告事件に
関する意見jで、あって、このような内容の諌述は、

被害者等が自己の実体験を基礎としてなすもので

あり、剤事訴訟法第293条第2項の「被告人の陳述J
に類叡するものと考えられるから、裁判所は、こ

れを単なる意見として島酌するだけでなく、量刑

上の資粍のーっとすることは可能であり、判決書

の f量荊の理由j構で、意見陳述の内容を引用す

改正する法穿(平成12年法律第74号)Jによる刑事
訴訟法・検察審査会法の改正。

66) i詑罪被害者二法jの立法過程については、吉村真
性「刑事司法における被害者諌述の研究J(r龍谷
大学大学院法学研究J4号、 2002年)152夏以下を
参照。

67)松建j告也編著 I逐条解説 犯罪被害者保護二法』
(有斐関、 2001年) l00~101頁。

68) 上掲書113~1l4頁。

69)上掲書101頁。

ることもできると解されているc6§)

意見陳述を含む被害感情を量荊鞄断の材料のー

っとすること自体には、問題はないと考える口し

かし、被害感情を他の量刑の判断材料と詑較して、

ことさらに重視するのは問題ではないかと考えるョ

この点に関して、原田は、「被害惑情の客観化j

を図るべきであると主張している。 70) I被害感需

の客観化Jとは、「量刑においては、個々の被害感
情の強さそのものを重視すべきではなく、犯罪被

害の結果生じた被害者側の精神的被害を含む客観

的な被害状況ないし影響を量刑の基礎として取り

入れJ71) ることで島る。また、原田は、「被害感
情のみ突出して考慮することは、1fIJ罰が修護どこ

ろか報復になってしまうことを懸念J72) している。
そして、 f被害感情の客観化を函ることにより、よ

り合理的で公平な量刑を実現することが、真の被

害者救済につながるjと述べているむ 73)

確かに、「被害感清の客観化jは国られるべきで

ある。被害感情の客援化を図ることによって、票

田の主張するように、より合理的で公平な量刑が

はかれることになる Q しかし、「客観化jされたか

らといって、量刑の基礎として取り入れることを

超えて、被害惑慢をことさらに重視するのは問題

であり、被告人傑の酌むべき事情など地の量刑の

判断材料と同程度に扱われなければならないと考

える。そのことによってさらに合理的で公平な量

刑がはかれるのではないかと考えるむ

裁判員制度の導入は、この f被害感需の客観化J

の必要性を従来以上に高めている。

70)原田「被害感情と量刑(以下 f原田・被害Jと略
する)J何回宮裕博士追悼論集上巻J2001年)495 
頁以下、原田「裁判員事j度の導入と量刑(以下

「原毘・導入jと略するけ司現代剤事法j 4巻11
号、 2002年11月)66頁、原田「裁判員制度におけ
る量刑判断(以下「京国・判断jと略するけ汀現

代刑事法J6巻 5号、 2∞4年 5月)51頁。
71)原田・被害496夏、原因・導入66頁c
72)票田・判断51頁。
73)窪田・被害497頁。
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6 .裁判員制度導入後の量刑実務の展望

現在の日本の量刑実務の根幹にある量刑相場は、

非常に不明確な基準であり、かっ裁判所外に対し

て非公開のため極めて不透明なものとなっている。

また、量刑栢場は裁判官の間で形成されてきたも

のであり、評議に主いて裁判員に示されたとして

も、一般市長である裁判員がこれを理解すること

は国難であると考える。

また、裁判宮は現在の量刑相場は一般市民の

「常識」と辻較して軽いとの意識を有していると考

えられるc またも国民の多くも裁判官の量刑桔場

を軽いと感じている。

裁判員制度はまだ実施されていないため、裁判

員が参加する量刑が、現在の量刑実務と比較して

重罰、寛子刊のいずれに変動するのかに関しては、

推測の域を出ないことは確かである。

しかし、現行の量刑相場に基づく量刑及び由民

の量刑や被害者に対する意識を考えると以下のシ

ナリオを考えることができる。これらのシナリオ

に関しては、裁判員が量刑相場を理解できない点

では共通しているが、前述の法曹三者作成のリー

フレットに示されているように、 f私の視点、私の

惑覚、私の言葉で参加Jできるか否か、そして、
f私の視点、私の感覚、私の言葉jの内容が問題と
なるc74}

@シナワオ 1~量刑相場を理解せず追認、

裁判員は、量刑相場を理解することが困難であ

る。しかし、裁判官の「お上の判新jとして、量

刑相場を理解しをいまま、裁判宮の提示した量刑

指場に従って、量刑を行なうことが考えられる c

裁判員制変・剤事検討会委員の溝原三薄市長も、

衆議院法務委員会参考人質疑において「素人であ

る裁判員が、法律の専門家である擾秀な裁判官の

誌で、今までかかわったことのない剤事裁判にお

ける事実認定や量刑について遠恵せずに意晃を述

べるということは、決して欝単なことではありま

せんJ75)と答弁している。

74)最高裁判所・法務省・日本弁護士連合会作成ワー

フレット『裁判員制度j表紙の f私の読点、私の
惑覚、私の言葉で参加しますjのスローガンであ

る。
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この場合、結果として、現行の量1fIj相場に基づ

いた従来どおりの裁判官の量刑が、そのまま裁判

員によって「承認jされることになるため、裁判

員の存在意義そして裁判員制度の存在意義さらに

は導入意義が薄くなると考えられる己

②シナリオ 2~量刑詔場を逸脱した重罰化

一方で、裁判員が、自らが理解できない量刑相

場を逸脱した量刑を行なうことも考えられる D 持

に裁判員が、再じ一般市民である犯罪被害者・遺

族の厳罰を求める意見陳述や証言を重視した場合

あるいはマスコミの f過敢なJ報道を重視した場

合には、裁判員が参加した量珊判断は、量刑相場

に基づく量刑と比較して重罰化することが考えら

れる。重罰化の代表的な影響として、重罰化によ

って実刑判決の増加や璃期の長期化が起こるため、

現在深刻な問題となっている刑事施設の過鵜収容

をいっそう深刻なものとするおそれがある。そし

て、過剰収容のさらなる深刻化は受刑者の更生に

悪影響を与えることになる。

③シナリオ 3~量刑相場を逸脱した寛剤化

舎とは逆に、裁判員が、弁護人の主張や情状証

人の尋需から得られた、被告人の経済状況や家庭

環境、反省態度などの被告人に者利な事需を重視

して、量煎j相場と比較して軽い量刑を行なうこと

も考えられる。特に、従来実璃判決が科されてい

た事案での執行猶予判決の増加が考えられるc こ

のことは、刑事施設の道東i収容を緩和させること

につながるが、特に保護観察っき執行猶予判決の

増加によって、保護観察官や保護司の負彊が増大

することが考えられ、更生保護環境の悪化が懸念

されるQ

では、〈むをいし舎のどのシナリオが最も可能性

が高いといえるのであろうかむこれは、裁判員の

「質jによる影響が大きいため一概にはいえないが、

可能性の問題として以下で私見を述べていくこと

にするg

まず、①について検討する。確かに、清原三溝

市長の主張するように、裁判員が「遠意せずに意

見を述べるjことは難しいかもしれな ¥'-¥0 しかし、

75) 冨会会議録検索システム (httD://k.okkai.ndl.~o.10{_) 
から第159冨会衆議説法務委員会10号平或16年04
月06司検索。



裁特宮と裁判員の人数比を考えると、①は考えに

くいc 裁判員が裁判官より人数が多いこと、裁判

員の人数が 4~6 名と比較的多いことから、すべ

ての裁判員が、意見を主張できないまま裁判官に

連合する可能性は抵いと考えるからである。

次に、②及び③に関して検討するc 裁判員事j度

の対象となる泥罪は、ごく一部を捻けば、「被害者J
の存在する犯罪であるa そのため、量荊判断にお

いても、「被害者Jの存在を無視することはできな
い。従って、裁判員が f被害者の主張Jを重視し
て、量刑がミむの方向に流れる可能性が高いと考え

る司被害者が寛大な処需を望み、かつ被告人に有

和な事靖が存在している場合には③になる可能性

が高いといえよう。しかし、被害者が厳罰を望ん

でいる場合または被告人に有利な事情がない場合

には、被害者の処罰感情が重視され、@の方向へ

流れる可能性が高くなる。また、被告人に有利な

事情が存在したとしても、被害者の処罰感慣が強

い場合には、両者は「梧殺Jされ、現状と同程度
の量刑となり、寛荊化にはつながらないと考えるo

加えて、被害者の手続参加の動きが顕著な現在

の日本においては、一般市民の被害者の意見を重

複する傾向が強まっていると考えるc また、最高

裁の量刑意識調査によれば、国民は一つの量子時事

情で「罪は重いJなどと判断できれば、それだけ
で量刑を決める傾向があったc7S) これらのことか

らも、シナワオ②へと動く可能性が高いと考える。

7 .裁判員制度導入後の量刑実務のあり方

裁判員制度の導入で裁判員が量刑判断に関与す

ることによって、より多くの人々の幅広い意見が

量刑に反映されることになるD しかし、前章で検

討したように、裁判員による量刑判断は、従来の

裁判官によって影成されてきた量刑相場を f逸説」
した量璃を生み、特に「重罰化jの方向へ量刑を

動かす可能性が高い。

このデメリットを解消するためには、現状の極

めて不明確性と非公開性の強い量刑担場を中心と

76)読売新聞2006年12丹23司付朝刊25面、田中史生
f最高裁が量刑意識調査」参頭。

する量刑実務を、明確化と公開化の 2点で抜本的

に改革する必要性があると考える G

( 1 )量刑相場の公開と明確化

現行の量刑相場の実務を生かしながら、量刑の

明確化と公開化をすすめるためには、量刑棺場の

公開と明確化を行なうことが求められる守

まず、量刑相場の公開に関しては、手続当事者

である検察官・弁護人に対しては当然のこととし

て、将来裁判員として量刑手続にかかわる可能性

がある園長にも公開すべきである。また、量刑実

務を総合的に理解する必要から、裁判員制度対象

事件のみならず非対象事件についても量刑相場を

公開すべきである。

量WJ相場が公開されたとしても、その内容が裁
判員となりうる国民に理解できないものであるな

らば、公開を有者った意味がないといえるつ従っ

て、裁判宮以外の人々とりわけ一般国民にも理解

できるように、量刑相場を明確fとすることが必要
となる。

しかし、量刑相場を公開し明議化したとしても、

量刑が、量刑梧場という法的拘束力を有しない基

準をもとに行なわれることに何ら変わりはない。

量刑相場の公開と明確化は、量刑の公開と明確化

の第一歩では忘ると考えるが、次に述べる量刑の

内容の刑法等への法典化などのさらなる方葉を行

なっていくことが必要であると考える。

( 2 )量刑の内容の璃法等への法典化

現行の日本の璃事法典に f量刑の内容jを規定

した条文辻存在しない。そこで、「量刑の内容jを

刑事法典に裁科員にもわかりやすい形で、明確に

条文として示すことが必要だと考える。護団和蔑

は、「裁判員が事実認定のみならず量刑判断をも行

なうとされている現在、適切で分かりやすい量刑

基準および量璃事実を法穿に規定することは喫緊

の課題jであると述べている。 77)

また、 f量飛の内容jは、剤事法全体に関係する

事項であるから、刑事法典のなかでも基本法であ

る邪法に法典化すべきであると考える。条文の内

容に関しては、まずは改正刑法草案第48条の規定

77)浅田和蔑「量刑基準Jcr量璃法の総合的検討松
需正章先生古稀祝賀j成文堂、 2005年)26頁。
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を参考にすべきである。しかし、改正刑法草案の

規定に開題がないとはいえない。浅田は、 f量1f1J判

断は、(中略)裁判時までに明らかになった事情の

うち、特別予防の見地から部jを軽減する方向iこ作

用するもののみjを顧憲すべきという前提にたち、

草案第48条を批判している。 78)

草案第48条は、 f剤の適用のー毅基準すなわち量

刑の基本恵理とその考意事項とを明らかにする規

定でありj、第 1項で i1flJの適用における最も重要

な原理が犯人の責任に応じた量刑という点にある

ことを宣言するとともにJ、第2項で「赤jの適用に
あたって刑事政策的な配慮をすることの重要性及

び量刑上の考憲事項を明らかにしjていると、 f改
正刑法草案説明書iは説明している。 79) さらに f草
案説明書jは、第 1項に関して、「犯人の責笹に応

じてj煎jの量定をしなければならないとする原則

を第 1項に掲げたのは、犯人の責任の程度が量璃に

おける最も基本的な要素であることを明らかにす

る趣旨であるとする一方で、 f責をにはもともと幅

があるJことを前提に、「量粥において刑事政策的
な配意をすることがいかに重要であるとしても、

これを根拠にして犯人の責任と鈴合いの取れない

廷ど重い剤又は軽い荊が言い渡される余地を認め

るのは、犯人の地位をあまりに不安定なものとす

るおそれがあるjため、責在に応じた量刑という原

期を第一次的なものとして、第 1項に規定したと

説明している080)これに対して、浅田は、「軽い1fIJJ
を排除するのは責任主義の要請ではなく、これは

草案の f護極的責任主義の現れjであると批判し
ている。 81)

第2項に関しては個別の事項に関して、浅田は、

特に f社会的影響jと fその他の事情」が問題で

あるとしている。「社会的影響J~こ関しては、 f量

1fIJにおいて行為者の行為と蕪関係な事情を那罰加

重的Lこ顧憲することは、個部行為責任の考えに反

するものであって適切でないJと批判している o
fその他の事情jに関しては、「まさに無限定その

もの」としてお号、さらに「量飛の基準を示す規

78)上掲論文37頁。
79)法制審議会刑事法特別部会編・前掲注56、128頁0
80) 上掲書128~129頁。
81)浅田・前掲注77、40頁。
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定は、量刑上、顧嘉されるべきでない事靖を排除

するという役割も有しているのであり、草案の規

定は、その役割を放棄したものといわざるを得な

いJと草案を最しく批判している口 組一方、『草
案説明書jは、「その也の事情jに関して fこれ

(=第 2項において、「その他の事情J以前に規定
されている事靖)以外にも量刑上考憲すべき事項

は少なくないので、 fその他の事情jをも加えるこ

とにより、量飛に彰警のある一切の事情が考慮さ

れることを明らかにしたjと説明しているo お)

草案第48条第I項に掲げられているように、「犯

人の責住に応じてj量刑を行なうことは当黙のこ

とであると考える。しかし、『草案説明書jは続け

て、「犯人の貢任と釣合いの取れないほど重い刑又

は軽い剤が言い渡される余地を認めるのは、犯人

の地位をあまりに不安定なものとするおそれがあ

るJと主張している。確かに、重い7刊の言渡しは、
犯人を不当に長期間拘束するものであり、「犯人の

地註を不安定jにするものといえるが、軽い部の

言渡しは、犯人の拘束を彊期間に抑えるものであ

り、「犯人の地位を不安定J~こするものと辻いえな
いと考える c にもかかわらず、 f草案説明書jが
f軽い璃jの排除も包含しているとしていることは、

議田の「積極的責任主義の現れjとの批判を招い

て当然である。

草案第48条第2項をめぐる開題の中でも、特に

「その他の事情Jが問題であると考える。 r草案説
明書jの主張は、量刑事情には様々なものがあり、

すべて列挙するの辻困難であるという点では理解

できるが、量刑判断において震慮すべきでない事

構(余罪など)も当然存在するため、浅田の主張

するように「量刑の基準を示す規定は、量1fIj上、

顧憲されるべきでまい事靖を排除するという役割

も有しているJのであり、多少条文が長文になっ
ても、量刑判断において顧慮すべき事項を列挙す

る方式を取ることによって限定すべきであり、「そ

の飽の事情jで一括して規定すべきではないと考

える。

結論として、法典化の際の基準に関しては、改

82) 上掲論文4O~41真。

83)法制審議会刑事法特別部会福・前掲注56、129頁。



正刑法草案第48条を参考にしながらも、草案の問

題点を省みて、過夏に重い量刑のみを排除するこ

とと量璃判断で顧患できる事情を設定することが

必要で、ある 5

( 3 )法定荊の幅の縮小・国定化

現在の日本刑法における各罪の法定剤は、原則

的に相対JflJを採吊しているが、極めて法定剤の幅

が広いことが特鼓である。その一方で、殺人罪で

あれば、殺人行為を「謀殺J、「故殺j等に区分せ

ず、 f殺人罪jという単一の広いカテゴリーとして

扱っている点も現仔璃法の特畿であるむ

この点に撰して、高井弁護士は f刑法をより客

観化し細分fとするjことが，必要であると衆議長法

務委員会公聴会で述べている。制

諸外国の邪法典においては、「殺人行為J~こ関し
て細分fとされた規定がおかれている of71Jえ託、米
国の多くのナ1185)やフランス総)においては、「謀殺j、

「故殺J等の区分がなされているD
また、日本においても、 i日刑法(明治13年太政官

布告第36号)においては、「謀殺J、「故殺j等の区
分がなされていたむ(I日景j法第292条~第298条) 87) 

改正荊法草案においては、殺人罪においては、細

分化は行なわれなかったが、傷害罪など一部の犯

罪においては細分化が行なわれているc88} これら

のことからみて、現代の日本刑法の「志い法定期

の幅と広い構成要件jがむしろ憐外的であり、現

代の日本部法においても法定期jの幅の縮小と犯罪

類型の紹分化を行なうべきであると考えるむ

法定刑の幅の縮小と犯罪類型の縮分化に関して

は、諸外国やi日刑法の闘にならって、関えば殺人

罪であれば、「謀殺J、f故殺」等に区分し、法定期j

84心)閏会会議録検索システム (h祉tt句o:/lkokka話1.審.nd必1
から第15弱9国会衆議院法務委員会公諒会 1号平或
1路6年O悦4月1辺2自検索。

85)ローク 'M・1)ード、井上正仁、山室裏 fアメリ
カの刑事手続J(有斐問、 1987年九 119~120頁、
テキザス')刊につき同書339頁。
86)法務大臣官房司法法制譲査部(訳)編集 fフラン
ス新刑法典J(法曹会、 1995年) 58~60頁。
87)内田文昭・山火正期・吉井蒼生夫編著 f日本立法
資料全集20 刑法 (1) -1 <明治40年)j (信出
社、 1993年) 134~135夏参照。
88)傷害罪につき、法制審議会刑事法特別部会編前掲

注56、 59~60頁及び217~219頁参照。

の輯も現行刑法より狭めるべきである。ただし、

細分化された犯罪類型の法定刑の範囲iこ関しては、

現行刑法の「縮分化されていないj犯罪類型の法

定期jの上援を超えではならないc

法定刑の幅の縮小を突き詰めれば、子法定期の酉

定fとJとをるD しかし、犯罪にはそれぞれ「橿性j

があり、すべての事件を単一の法定刑の枠にあて

はめることは適切ではないため、ある程度の法定

刑の「幅jは残すべきであると考えるc

法定刑の幅の縮小・固定化は、量荊の選択の幅

を制限することで、量刑の逸説を防止する鶴きが

あ司、なされるべき施策ではあると考えるが、「量

刑の内容Jの刑法等への法典化が前提条件になる
と考える司いくら量刑の幅を軒限したところで、

量部基準が不明確であれ託、量刑の逸脱を防止す

ることが国難になると考えるからである。

( 4) I手続二分Jの導入
日本においては、以前より、刑事手続に対して

「手続二分論Jが唱えられてきたむ手続二分論とは、
事実認定の手続と量刑事J密の手続とを分離するも
のである q 手続二分論の援拠は、予断の排鞍・証

拠諜に隠する規定の厳格運用という罪責認定手続

の雑化と、剤罰個部化の実現という量刑手続の合

理化にあった。 制一方、日本刑法では法定JflJの騒

が玄いこともあって、犯罪の成立に争いはなくて

も量刑を巡って争いとなることが少なくないこと、

そのよう会事案では泥罪事実に属する情状事実の

内容が争いとなる場合が多く、そのような事実を

認定して量刑する手続と犯罪事実の認定手続を分

ける意味がないことなどから、手続二分論は広ま

らなかったG 鈎)

しかし、裁判員法擁行後、刑事訴訟規尉第198条

の3が新設され(平成17年最高裁判所規則第10号)、

同条において、「犯罪事実に関しないことが明らか

な需状に関する証拠の取調べは、できる摂り、犯

罪事実に関する証誕の叡調べと区到して行うよう

努めなければならない」と規定された。これは、

89)石松竹雄「手続二分論の見直しJ(f誤轄の訪止と
救済:竹津哲夫先生古詩規費記念論文集』現代人

文社、 1998年)65頁。
90)池田修・前田雅英 DfU事訴訟法講義(第 2板)J 
(東京大学出版会、 2006年)328頁。
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「証拠の取調べjに関してというごく部分的な形で

はあるが、「手続二分jの考えが取り入れられたも

のであると考える。しかし、裁判員制度において

は、陪審制震と異なり、同ーの裁判官と裁判員が

事実認定と量刑判訴をともに行なうため、事実認

定と量刑手続が二分されない可能性がある。 91)

裁判員制度においては{手続二分」が必要とさ

れる D 手続が二分されない場合、量刑の資料が事

実認定に紛れ込み、裁判員に予断と偏見を抱かせ

るおそれがあるからである。 92) また、福島至は、

被害者の意見陳述の問題に関連して、「手続二分J
が行なわれていないことが、被害者の意見陳述の

問題性を大きくしていると指携したうえで、「量刑

判臨まで関与する裁判員制震が導入された場合」

の懸念をしているc 自3)被害者の意見陳述を事実認

定の証拠としない前述の那事訴訟法第292条の2第

9項の規定を徹底するためにも、手続を完全に

「二分Jしたうえで、被害者の意見陳述は、量刑手
続でのみ行なわれるようにすべきである G

裁判員制震において、「手続二分」を完全に導入

した場合、事実認定のみに裁判員が関与し、量刑

判断は裁判富が別に行なう形式と、事実認定と量

飛判断に別々の裁判員が関与する形式の 2種類の

形式が考えられる c 裁判員となる国民の負担や、

「手続二分」の意義、量刑判断の函難さ等を考える

と前者が妥当であると考えるD 前者の場合、量刑

判断に裁判員が関与するという、裁判員制度の

f参審的側面jが失われ、より「結審制度J，こ近い
制度になるといえる。また、被害者の意見陳述や

量刑手続に裁特員が関与しなくなるため、「量JflJの

重語化Jを防止できる可能性が高いと考える。
結論として、 f量刑の重罷化Jを防止し、「量刑
の公開と明確化jをすすめるための中心に位量づ

けられるものは、法制度面の改革であり、なかで

も「量刑の内容jの刑法等への法典化であると考

える。しかし、「量刑の内容jの法典化を行なうだ

91)斎藤豊治「被害者と量部Jcr季刊刑事弁護J45巻、
現代人文柱、 2∞6年)148頁。
92)上掲論文148頁。
93)福島至 fイギリス詑罪 f被害者j葡撃陳述をめぐ
るパイロット事業Jr光藤景絞先生古稀祝翼論文集
下巻j(成文堂、 2001年)598頁。なお、吉村・前
掲注66、159真参罰。
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けでは不十分であり、手続面でこれを支える他の

方策をとっていく必要がある。これが「手続二分」

の導入である。

一方、 f手続二分jは、完全に導入され、量刑鞘

断手続に裁判員が関与しなくなれば、 f裁判員の量

JfIJによる重罰化」は、そもそも起こりえなくなる

ため、量飛の重罰化を防止する最大の方策となり

うるむ

量荊の内容の法典化と手続二分導入を中心とし

た新たな量閉jシステムを導入することによって、

現状の非公開かっ不明確な f量刑相場」による量

刑実務から脱却した明確な量刑基準に基づく量剤

が実現されることになり、裁判員制度導入による

「量刑の重罰化Jの訪止に寄与するものと考えるc

むすび

裁判員事j度は、従来の日本の刑事裁判制度を一

変させる制度であり、その導入によって里民の奇

法参加が進み、国民の適切な意見が裁判に反映さ

れ、わかりやすい裁軒が実現するのであれば、裁

判員制度導入は、「国民の司法参加」のー形態とし

て、妥当な制度であると考えるc

しかし、裁判員制度は、その特設のーっとして、

裁判員に量刑判断を課している。そして、現状の

量荊実務のもとで裁特員が量璃判断に関与するよ

うになれば、裁判員の混乱や量刑の重罰化を引き

起こす可能性がある。

そこで、量荊実務を裁判員や居民にも分かりや

すいように改革していく必要があり、具体的には、

第7章で検討したような量刑実務の明確化と公開

化につながる施策を行なっていく必要があるむも

し、現状の「量刑棺場に基づく非公開かつ不明確

なj量刑実務が続行していくのであれば、裁判員

制度において、裁特員に量刑斡断を行なわせるべ

きではないと考えるo 裁判員制度が開始されよう

としている現在こそ、量刑実務の明確化と公開化

を行なわなければならないと考える。


